
Ⅵ 特定健診・特定保健指導の
具体的な事業評価の支援について（３）

＜国保データベース（ＫＤＢ）システムの活用＞

国民健康保険中央会
平成２５年６月６日
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国民健康保険中央会とは・・・

全国４７都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会※

を会員とする公益社団法人。

全国４７都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会※

を会員とする公益社団法人。

※国保連合会：国保の保険者である市町村が共同して国保事務を行うため、国民
健康保険法第８３条から第８６条の規定に基づき設立された公法人。

システム開発等国保連合会単位で行うと非効率的な事業や都道府
県域では収まりきれない事業を実施。

システム開発等国保連合会単位で行うと非効率的な事業や都道府
県域では収まりきれない事業を実施。

（主な業務）
○高額レセプトの特別審査
○国保連合会における審査支払の支援・調整、全国的なシステム開発、全国決済
○保健事業に対する支援
○超高額医療費の再々保険事業
○その他国保連合会への支援（研修、調査研究等）



【国民健康保険関係業務】 【その他の業務】

保険者である市町村等からの委託により、保険医療機関等か
ら提出される診療報酬の審査支払を実施。

◇ 国民健康保険診療報酬の審査支払

保険者が行う業務の効率化や財政の安定化を図るための共同
処理、共同事業、保険者支援を実施。

◇ 保険者事務共同電算処理

（資格確認、高額療養費の支給額計算、後発医薬品利用差額通知作成等）

◇ 第三者行為損害賠償求償事務

◇ レセプト点検の支援

◇ 後発医薬品利用差額通知コールセンター

◇ 保険者レセプト管理システムの運用管理

◇ 特定健診・特定保健指導に係る費用の支払及びデータ管理

◇ 保険財政共同安定化事業

◇ 高額医療費共同事業

◇ 一部負担金等軽減特例措置事業(７０～７４歳の一部負担軽減)
◇ 保険料（税）適正算定への支援

◇ 高額療養資金貸付事業

◇ 保険料の年金からの特別徴収に係る経由事務

◇ 保健事業活動への支援(分析、研修、情報提供等)
◇ 保険者協議会の運営

◇ 保険料納付等の広報事業

市町村及び広域連合からの委託により、診療報酬、介護報酬
等の審査支払を実施。

◇ 後期高齢者医療診療報酬の審査支払

◇ 介護給付費の審査支払

◇ 公費負担医療の費用の審査支払

◇ 障害者自立支援給付費等の支払

◇ 出産育児一時金の支払（被用者保険の正常分娩分を含む）

◇ 地方単独事業による福祉医療の費用の審査支払

市町村等が行う事務の効率化を図るための共同処理を実施。

(後期高齢者医療)
◇ 保険者事務共同電算処理

◇ 第三者行為損害賠償求償事務

◇ 後発医薬品利用差額通知コールセンター

◇ 保険料の年金からの特別徴収経由機関業務

（介護保険）

◇ 介護保険者事務共同電算処理

◇ 第三者行為損害賠償求償事務

◇ 介護サービス相談・苦情処理事業

◇ 介護給付適正化対策事業業

◇ 保険料の年金からの特別徴収経由機関業務

(障害者自立支援)
◇ 障害者自立支援市町村事務共同処理

診療報酬審査支払業務

保険者事務の共同処理・共同事業等

国民健康保険以外の審査支払業務

市町村等の事務の共同処理

国保連合会の主な業務国保連合会の主な業務
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国保連合会は、保険者の委託を受けて行う各種制度の審査支払業務及び保険者事務共同電算処理業務を通じて給
付情報等を管理しています。

健診・保健指導

○健診結果情報
・ 身長、体重、ＢＭＩ、腹囲
・ 血圧、血糖、脂質、ＨｂＡ１ｃ値
・ 血液検査値、肝臓検査値、
尿検査値、心電図検査・眼底検査

○質問票情報
・ 服薬、既往歴、喫煙歴、自覚症状
・ 体重変化、運動、食べ方、飲酒、
睡眠

○保健指導結果情報
・ 支援レベル
・ ６ヶ月後評価時の腹囲、体重、血圧、
生活習慣の改善

・ 継続的な支援の実施回数、
実施時間、ポイント

○健診・保健指導費用（契約単価）
○健診機関情報
○保健指導機関情報

○被保険者情報
・資格情報
・加入期間
・所得情報

医療（国保・後期）

○診療年月
○傷病名
○診療内容

・ 診療行為（点数×日数・回数）
・ 医薬品（点数×日数・回数）
・ 特定器材（点数×日数・回数）

○診療実日数
○入院年月日
○請求点数・決定点数
○食事療養又は生活療養の回数及び決定基
準額（入院の場合）
○医療機関等情報

○被保険者情報
・資格情報
・加入期間
・所得情報

介護

○サービス提供年月
○要介護（要支援）状態区分
○限度額適用期間（開始・終了）
○給付計画単位数（居宅）
○利用サービス

・居宅（単位数×回数）
・介護予防（単位数×回数）
・施設（単位数×日数）

○サービス開始（中止）年月日（居宅）
○入所（退所）年月日（施設）
○食費・居住費
○受給者台帳

・資格情報

・認定有効期間

○介護サービス事業所情報

○居宅介護支援事業所情報

○被保険者情報

・資格情報

・所得情報

○認定情報

・申請者の状況

・主治医意見書の内容

審査支払業務を通じて管理する主な情報
（給付・受給情報は全て保有）

保険者事務共同処理業務を通じて管理する主な情報
（受託保険者分のみ保有）

国保連合会が管理する情報国保連合会が管理する情報
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なぜ!!国保データベース（ＫＤＢ）システムを構築したのか

平成２２年１０月国保連合会・国保中央会からなる「将来構想検討会」を設置し、
保険者支援の観点から保健事業や健康づくりに関する検討を行った。

健やかに暮らす

住民が健やかに住みなれた地域で暮らす

できるだけ少ない保険料負担で、国保・介
護のサービスを受けられるようにする

今後、更なる高齢化の進展が見込まれる
ことから、住民の健康管理等によって健や
かに暮らせる地域づくりを支援する

国保・介護保険の安定的運営

健やかに暮らせる地域づくり支援

住民の願い 保険者（市町村）

今後とも国民から信頼され期待される存在となるため
住民や保険者（市町村）が求めるものへの対応
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住民が住み慣れた地域で健やかに暮らせる地域づくりを推進するための情報
提供を行えるのではないか・・・

○ 「国保データベース（ＫＤＢ）システム」の構築
・ ｢健診・医療・介護｣の情報を利活用し、地域の状況を的確に把握し、

重点課題を明確にして、効果的な保健事業をサポート

○ 評価の視点を明らかにした「保健事業事例データベース」
の構築
・ 市町村における先駆的・効果的な保健活動の事例を公開
・ 評価の視点を明らかにすることで、効率的な理解、活用を促進

なぜ!!国保データベース（ＫＤＢ）システムを構築したのか
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健診・保健指導の経緯

老人保健・・・・・４０歳以上の人を対象に

産業保健・・・・・労働者の健康対策に

学校保健・・・・・児童生徒の精神的・身体的健康に

健康保険組合・・・・・被用者の健康対策に

食習慣・運動習慣・休養・喫煙・アルコール摂取などの生活習慣
がその発症や進行に影響を与える。
がん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの生活習慣病を予防するた
め、若い時からの生活習慣の改善や健康づくりが大切。
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国民健康づくり運動

２０００年 健康日本２１

２００３年 健康増進法

２００６年 医療制度改革関連法

２００８年
医療費適正化計画を策定
医療保険者による４０歳以上の被保険者を対象とする糖尿病等の
予防に着目した特定健診・保健指導の実施が義務付けられた。

２０１３年 健康日本２１〈第二次〉
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特定健診・特定保健指導の実施率の向上

○各地域、各職場特有の健康課題がわかる。
○予防する対象者や疾患を特定できる。

〈レセプトを分析すると〉
○何の病気で入院しているか、治療を受
けているか、なぜ医療費が高くなっている
か知ることができる。

地域・職場のメリット

○自らの生活習慣病のリスク保有者がわかる。
○放置するとどうなるか、どの生活習慣を改善す
るかがわかる。
○生活習慣の改善の方法がわかり、自分で選択
できる。

個々人のメリット

データの分析

未受診者への
受診勧奨

○重症化が予防できる
○死亡が回避できる

健康のための資源
（受診の機会、治療の機会）

の公平性の確保

脳血管疾患死亡率の減少 虚血性心疾患死亡率の減少
糖尿病腎症による新規透
析導入患者数の減少

○重症化が予防できる
○医療費の伸びを抑制できる

特定健診・特定保健指導と健康日本２１（第二次）
－特定健診・保健指導のメリットを活かし、健康２１（第二次）を着実に推進－

出典：厚生労働省 健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（平成２５年４月）

健康格差の縮小

高血圧の改善

糖尿病有病者の
増加の抑制脂質異常症の減少
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健診・保健指導

・高齢者医療確保法 ・健康保険法

・健康増進法 ・学校保健安全法

・労働安全衛生法 などに基づき実施

特定健診・特定保健指導

○高齢者医療確保法に基づく医療保険者の義務
○４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者が対象

〈健診・保健指導実施者向け〉

標準的な健診・保健指導プログラム
（健康局作成）

特定健康診査・特定保健指導の
円滑な実施に向けた手引き

（保険局作成）

〈医療保険者向け〉

医療保険者の義務ではない
健診・保健指導

医療保険者の義務で行う特定健診・特定保健指導

出典：厚生労働省 健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（平成２５年４月）

健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係
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標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について

健康日本21（第2次）や第２期医療費適正化計画の着実な推進に向けて、非肥満者への対応を含め、生活習慣

病対策としての健診・保健指導を推進するため、現場の健診・保健指導実施者を一層支援する方向で見直しがさ
れた。（厚生労働省健康局より平成25年4月公表）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30 31 3432 3320 21 2422 2319

健康日本21（H12～24年度） 健康日本21（第2次）

第1期医療費適正化計画 第2期医療費適正化計画 第3期医療費適正化計画

標準的な
健診・

保健指導
プログラム
（確定版）

H19.4

標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）

改
訂
の
基
本
的
考
え
方

① 健康局の検討会※1及び保険局の検討会※2における提言事項を踏まえた見直しを行った。

② 提言以外の事項で医療保険者のシステム改修が必須の事項（階層化基準等）は変更しなかった。

③ 健康日本21（第2次）の着実な推進に、特定健診等の実施及びデータ分析が重要であることを明記。

④ 主たる利用者である現場の健診・保健指導実施者（医師、保健師、管理栄養士等）の視点で見直した。

⑤ 非肥満者への対応を含めた生活習慣病対策を推進する方向で見直した。

※1 健診・保健指導の在り方に関する検討会 （座長：永井良三 自治医科大学学長）

※2 保険者による健診・保健指導等に関する検討会 （座長：多田羅浩三 日本公衆衛生協会理事長）
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○ 保健事業のPDCAサイクルの考え方

健診データ、レセプトデータ、介護保険データ等の総合的な活用による地域における健康課題等の

明確化とPDCA（計画（Plan）→実施（Do）→評価（Check）→改善（Action））サイクルを意識した保健事

業の展開の重要性について記載。

・・・ 地域では、医療保険者が健診・保健指導を実施し、データも医療保険者が管理していること

から、市町村単位で地域住民の健康課題を分析・評価するためには、市町村（衛生部門・介

護部門）と医療保険者の連携が重要 ・・・（155頁参照）

○ データ管理体制の整備

医療保険者は、個人ごとに健診データ等を整理し、生涯を通じた健診情報のデータ管理を行うことが

できるようなシステム構築を検討することが望ましい旨を記載。

国保データベース（KDB）システムによる（健診・医療・介護）データ管理・
情報提供（厚生労働省様式等）支援

標準的な健診・保健指導プログラムの主な改訂ポイント（１）
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特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引きの改訂について

○ 手引きは、特定健康診査・特定保健指導の基本的なルール・枠組み等を整理したものであり、平成25年度より、 第二期特定健康診
査等実施計画期間が開始することに伴い、特定健康診査・特定保健指導の実施方法や考え方が一部見直されたことから、これに併せて
改訂が行われた。（厚生労働省保険局より平成25年4月公表）
○ 主に厚生労働省保険局の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」において平成24年7月にとりまとめられた“第二期計画
期間の実施のあり方”や同検討会ワーキンググループにて示された第二期からの実施状況データの取扱い方法の変更等を踏まえた見
直しが行われた。

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30 31 3432 3320 21 2422 2319

第1期医療費適正化計画 第2期医療費適正化計画 第3期医療費適正化計画

特定健康診査・
特定保健指導
の円滑な実施
に向けた手引き

（Ver1.1）

特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（Ver2.0）

○ 第二期特定健診等実施計画期間における目標

○ 特定健診・保健指導の実施率向上方策

○ 特定保健指導の実施方法（ポイント制、初回面接・評価者の要件）

○ 後期高齢者支援金の加算・減算の実施方法（加減算基準、支援金調整率等）

○ その他

・ 健診検査値（HbA1c）の表記の見直し

・ 服薬中者の受診率算定上の取扱い

・ 保健指導実施者（看護師）の経過措置 等

第1期特定健康診査等

実施計画期間
第2期特定健康診査等実施計画期間

第3期特定健康診査等

実施計画期間

厚生労働省保険局「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の主なとりまとめ事項 （平成24年7月）
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○ データに基づく特定保健指導対象者の優先順位付け
生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を健診データやレセプトデータ等から明確にし、優先順位を

付けて保健指導を実施する必要性について記載。

○ データ管理体制の整備

保健指導の評価を根拠に基づいて適切に行うため、医療保険者が健診等データやレセプトデータ等から分析が

可能となるよう、システム等によるデータ管理体制の整備を行うことが望ましい旨を記載。

国保データベース（KDB）システムによる（健診・医療・介護）データ管理・情報提供支援

○ 庁内連携による実施体制の整備

保健師等の保健指導実施者の数に余裕のない中小規模の市町村では、庁内部門間（国保・衛生・介護等）の

連携強化を図り、対応することが考えられることを記載。

特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引きの
主な改訂ポイント（１）
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１ 地域の状況を把握

国保連合会が管理する「健診・保健指導」「医療」「介護」等の各種データを利活用し、必要な人に必要な予防サービスを提供できるシステ
ムを開発することにより、生活習慣病の予防対策の充実により、国保や介護保険の安定的運営につなげることができます。

○予防可能な問題となっている疾病を
選択

○選択された疾病への重点的な保健事業の
実施

○疾病別医療費等経年データ分析に
より保健事業の効果を判定できる

予防対策の疾病を選択予防対策の疾病を選択 対象者を選択し、保健指導を実施対象者を選択し、保健指導を実施

有病者や予備群等の改善の確認有病者や予備群等の改善の確認

○特定健診の結果及び疾病別医療
費等の分析により、生活習慣病の状
況や、健康課題を明らかにできる
○要介護状態区分と疾病との関係を
把握する

２ 重点課題の抽出 ３ 重点課題への対策

４ 効果を確認

地域における疾病予防のための取り組み（例）

国保データベースシステム活用のポイント

14

国保データベース（ＫＤＢ）システムから何がみえるの

○特定健診の結果、総医療費、１人当たりの医療費、介護給付費、疾病構造等
の分析から健康の課題が明らかになり、政策形成に生かす

15

１．市町村（我が街）の状況を把握することができる１．市町村（我が街）の状況を把握することができる



16

17



２．地域の特性をみる２．地域の特性をみる

18

国保データベース（ＫＤＢ）システムから何がみえるの

19



３．個人の状況を把握する３．個人の状況を把握する

20

国保データベース（ＫＤＢ）システムから何がみえるの

21



22

・予防活動
・重症化対策
・地域社会資源の活用
・保健指導内容の評価
・他の保健事業への展開

４．効果を判定する４．効果を判定する

・医療、介護給付費の数値の変化
・生活習慣の変化
・保健指導実施者の数値から見た変化
・健診、医療、介護認定の経年変化
・健診受診者未受診者の状況

23

国保データベース（ＫＤＢ）システムから何がみえるの
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[データ分析]
集団全体の健康問題の特徴をデータから分析

計画（Ｐｌａｎ）

[健康課題の明確化]
集団の優先的な健康課題を選択。

どのような疾病にどれくらい医療費を要しているか、より

高額な医療費の原因は何か、それは予防可能な疾患な

のか等を検討

[目標の設定]
最も効果が期待できる課題を重点的に対応すべき課題と

して目標を設定

実施（Ｄｏ）

[保健指導対象の明確化]

[効率的・効果的な保健指導の実施]
支援方法・優先順位等を検討。

対象者のライフスタイルや行動変容の準備状

態にあわせた学習教材を用意。

確実に行動変容を促す支援を実践。

[保健指導の評価]
検査データの改善度、行動目標の達成度、生

活習慣の改善状況等を評価。

評価（Ｃｈｅｃｋ）

生活習慣病の有病者・予備群の減少

生活習慣病関連の医療費の適正化

よ
り
効
率
的
・
効
果
的
な
方
法
・
内
容
に
改
善

改善

（Ａｃｔｉｏｎ）

検証結果に基づく、

課題解決に向けた

計画の修正。

健康課題をより明

確にした戦略的取

組の検討。

保健事業（健診・保健指導）のＰＤＣＡサイクル

出典：厚生労働省 健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（平成２５年４月）
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レセプトを参照することが可能

27

参考：国保データベースシステムから出力される帳票
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参考：国保データベースシステムから出力される帳票
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参考：国保データベースシステムから出力される帳票
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持続可能な医療保険制度をめざして


